
業務委託仕様書（案） 

 

１ 目的 

 本仕様書は、湯川村（以下「甲」という。）が       （以下「乙」という。）

に委託する「会津湯川米ブランド化推進事業」に係る業務を円滑かつ効果的に行うた

めに必要な事項を記載したものであり、乙は本仕様書に従い業務を遂行する。 

 

２ 事業の目的 

 湯川村は県内でも有数の米どころであり、中でもコシヒカリはふるさと納税の返礼

品で人気を得ており、「湯川村産コシヒカリ」の認知度が向上しているが、食の多様化

や人口減少に伴う消費量の減少、農業者の高齢化や若手農業者の担い手不足といった

課題に直面している。また、みどりの食料システム戦略において化学肥料の使用量や

化学農薬使用量の低減といった環境負荷軽減が推進されており、特別栽培米に準ずる

湯川産米コシヒカリ「会津盆地のどまん中 夏昼暑くて夜涼しい お米育ちに適した里 

湯川村のコシヒカリ」（以下「ブランド米」という。）を令和６年産米よりブランド米

として販売しており、米どころ湯川村として付加価値の向上や、農家所得の向上につ

なげることを目的とする。 

 

３ 業務委託期間 

 委託契約締結の日から令和８年３月２５日まで 

 

４ 委託業務の内容 

（１）ブランド米体験会の開催・運営 

 ブランド米を PRするため、田植え、稲刈り等の体験会を以下のとおり開催するこ

と。 

ア 水稲栽培の主な作業（田植え（５月中旬頃）、雑草防除（６月上旬頃）、稲刈り

（９月下旬頃））や米文化を体験できるイベントを４回以上開催すること。 

イ 参加者は、すべての体験会に参加できることを前提として、基本的にファミリ

ー層を想定した２５組７０名程度とする。なお、参加者の募集にあたっては、

県内・県外は問わない。 

ウ 利用する水田は、湯川村役場付近において、甲が指定するほ場（約 8a）とし、

乙の負担がないことを前提として提案していただくこととする。 

エ 実施にあたり、参加者に昼食を提供することも可とするが、その場合は実費相

当額及び保険料等の費用については参加者に負担していただくことし、契約金

額には含まないこととする。なお、参加者負担額については契約締結時に甲乙

協議のうえ決定する。 

オ 体験会の準備等の作業にあたり、耕作者等の作業が生じ、湯川村農作業標準賃

金等協定表に基づき支出する費用は、本委託料に含むものとする。 



カ 収穫後、参加者に体験ほ場で栽培したお米を５キログラム程度配布することと

し、購入に係る費用は本委託料に含むこととする。 

キ その他 

・本業務委託の目的を踏まえ、開催時期、開催事項、募集方法も含めて実施案を予

算の範囲内で企画・提案すること。なお、参加者の募集にあたっては、全イベント

の参加ができるよう企画や募集方法を考慮すること。 

・開催にあたっては、提案による実施時期、内容等について、甲乙及びほ場管理者

と協議のうえ、決めることとする。 

 

（２）ホームページの作成・運営 

 ブランド米を PR するにあたり、ブランド米公式サイト（https://yugawa-

brandmai.jp）の運用をすること。 

ア ブランド米の認知度を向上させる特集ページの作成を行うこと。 

イ ページの更新は甲が基本的に行うこととするが、ページの更新については甲乙

協議のうえ実施するものとする。 

ウ 運用に係る経費月額 7,500円（税抜き）は委託費に含むこととする。 

エ その他 

・特集ページ案について予算の範囲内で企画・提案すること。 

 

（３）ブランド米販売会の開催・運営 

 ブランド米を PR するため、販売会を以下のとおり開催すること。（他団体が開催

するイベントへ出店することでも可とする。） 

ア 日 時 令和７年１０月～令和８年１月の土日祝日を中心に計９日間以上 

イ 会 場 福島県内（会津地方以外）１会場及び首都圏３会場にて開催すること。

また、各会場２日以上連続した開催とすること。 

ウ 内 容 ブランド米（新米）の販売会の調整、開催 

エ その他 

・本業務委託の目的を踏まえ、開催日、会場、集客・販売促進につながる事項及び

演出、告知方法を予算の範囲内で企画・提案すること。（会場に係る使用料、演出

費用等も本委託料に含む。会場については、契約締結時に甲乙協議のうえ決定す

る。） 

・ブランド米の法被、のぼり、腰幕（テーブルクロス）は、村で保有しているもの

を活用することも可とする。 

・販売に際しては、ブランド米栽培に取り組む農家の生産者（２名を想定）が対面

販売することとし、宿泊費及び交通費等は本委託費に含めること。 

・販売会においては、できる限り試食を行うこと。村で所有する炊飯器（５合炊き）

を使用することも可とする。なお、実施にあたり保健所等への調整も本委託料に

含むこととする。 



（４）ノベルティ等の作成 

 ブランド米の販売促進、認知度向上を図るため、以下のとおりノベルティ等を作成

すること。 

 ア ブランド米のイメージを向上させることを目的とした販売会における販促用

のグッズを最低５００個以上作成すること。 

 イ 販売会で使用することを想定した、ブランド米の名称やロゴデザインを印刷ま

たはラベルシールを貼付した紐付きクラフトタイプの米袋（１キロ５００個、２

キロ５００個、５キロ４００個、１０キロ１００個を想定）を最低１，５００個

以上、熱シール機対応の米袋（サイズは２合を想定）を最低５００個以上作成す

ること。なお、作成した電子データは甲に提出するものとし、甲が編集、印刷す

ることができるものとする。 

 ウ ブランド米の名称やロゴを掲載した販売促進用のシール（既存の米袋に貼付す

る想定で、特大サイズ１５０枚、大サイズ３５０枚、中サイズ５００枚、小サイ

ズ５００枚を想定）を最低１，５００枚以上作成すること。なお、シールの大き

さは、おおよそ特大サイズ：11cm×21cm、大サイズ：7.5cm×14.5cm、中サイ

ズ：6,5cm×12.2cm、小サイズ：5cm×9cmとする。 

 エ ブランド米のサンプル配布用として、２合入りブランド米を最低３００個以上

作成すること。なお、米袋は、上記（４）イで作成したものを活用すること。 

 オ 制作物（印刷物等）作成経費として、７０万円程度の経費を計上しておくこと。 

 

（５）ブランド米の PR 

 本業務委託の目的を踏まえ、ブランド米の PRのため、以下の内容について予算の

範囲内で企画・提案すること。 

ア 会津湯川米をブランド化事業について、話題性・先駆性等、様々な視点から、

より多くの対象者へ訴求できる各種広報媒体において、情報発信を行うこと。 

イ （３）で実施する販売会等で PR するため、水稲栽培の動画を制作すること。 

ウ 販売店や飲食店（道の駅あいづ湯川・会津坂下を想定）等において、ブランド

米を使用したメニューの開発や消費拡大につながる PR イベントを実施するこ

と。なお、開催場所や実施時期、期間等は指定しないので、予算の範囲内で企画・

提案すること。 

エ １０月上旬に湯川村で開催する新米祭において、ブランド米の試食（おにぎり

等）を１，５００食（玄米９０キロ程度）以上用意したうえで、来場者に配布す

ること。なお、実施にあたり、玄米の購入費、保健所等への調整も本委託料に含

むものとする。 

オ 各種イベントにおいては、居住地域、年齢、性別等のペルソナを分析したうえ

で、Instagramなどの SNSによるターゲッティング広告を活用し、集客等を図

ること。 

カ 会津湯川米のブランドイメージを認知できるリーフレットまたはチラシ等を、



１，０００部以上作成すること。用紙、印刷方法、サイズ等は問わない。なお、

印刷物の電子データは甲に提出後、甲が編集、印刷することができるものとする。 

キ 道の駅あいづ 湯川・会津坂下の農産物販売スペース等にて、ブランド米の装

飾など PRを行うこと。 

 

５ 成果品 

（１）実績報告書 

（２）各事業を実施するうえで制作した物品、印刷物や電子データがある場合、その

一式 

（３）各事業を実施するうえで撮影した写真・動画に係る電子データがある場合、そ

の一式 

 

６ 提出書類 

乙は、委託契約書に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を提出しなければな

らない。 

（１）契約締結後に速やかに提出するもの 

・委託業務着手届（様式第１） 

・統括責任者通知書（様式第２） 

・実施工程表（様式任意） 

・その他、湯川村が業務の確認に必要と認める書類 

（２）業務完了後に速やかに提出するもの 

・委託業務完了届（様式第３） 

・成果品 

・その他、甲が業務の確認に必要と認める書類 

 

７ 統括責任者 

乙は、本業務に当たって十分な経験を有する者を統括責任者として定めなければな

らない。 

 

８ 注意事項等 

（１）委託業務の遂行に際して、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を最大限講

じること。 

（２）湯川村公式キャラクター「ゆがわまいちゃん」を使用する場合は、事前に村と

協議のうえ、使用することも可能とする。 

（３）本仕様書に定めのない事項及び委託業務の遂行に際して調整を要する事項につ

いては、甲と協議の上決定すること。 

（４）本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等

が生じた場合は、当該紛争の原因が専ら乙の責めに帰す場合を除き、乙の責任、



負担において一切を処理することとする。 

（５）本業務の遂行にあたり、乙は業務上知り得た事項を第三者に漏洩しないよう十

分注意することとする。 

（６）業務の一部を第三者へ再委託する場合は、再委託先、金額、業務体制などを甲

に申告し、了解を得ること。なお、再委託先への指示、業務管理を徹底すること。 

  



様式第１（仕様書６（１）関係） 

令和 年 月 日 

湯 川 村 長  様 

 

受託者 住所 

名称 

代表者 

 

委託業務着手届 

 

令和 年 月 日付で締結した下記委託業務について、令和 年 月 日付で着手しまし

たので届け出ます。 

 

記 

 

１ 委託業務の名称  会津湯川米ブランド化推進事業 

 

２ 委託料の額    金      円 

（うち消費税及び地方消費税の額     円）  

 

３ 委託の期間    着  手  令和 年 月 日 

履行期限  令和 年 月 日 

 

 

本件責任者（団体名・部署名）： 

（役職・氏名）： 

担 当 者（団体名・部署名）： 

（役職・氏名）： 

（連 絡 先 ）： 

 

  



様式第２（仕様書６（１）関係） 

令和 年 月 日 

湯 川 村 長  様 

 

受託者 住所 

名称 

代表者 

 

統括責任者通知書 

 

令和 年 月 日付で締結した下記委託業務について、統括責任者を届け出ます。 

 

記 

 

１ 委託業務の名称 会津湯川米ブランド化推進事業 

 

２ 委託の期間   着  手  令和 年 月 日 

履行期限  令和 年 月 日 

 

３ 統括責任者氏名 

 

 

 

 

 

本件責任者（団体名・部署名）： 

（役職・氏名）： 

担 当 者（団体名・部署名）： 

（役職・氏名）： 

（連 絡 先 ）： 

 

  



様式第３（仕様書６（２）関係） 

令和 年 月 日 

湯 川 村 長  様 

 

受託者 住所 

名称 

代表者 

 

完了届 

 

令和 年 月 日付で締結した下記委託業務について、令和 年 月 日完了しましたの

で、届け出ます。 

 

記 

 

１ 委託業務の名称  会津湯川米ブランド化推進事業 

 

２ 委託料の額    金      円 

（うち消費税及び地方消費税の額     円）  

 

３ 委託の期間 着  手  令和 年 月 日 

履行期限  令和 年 月 日 

 

 

 

 

本件責任者（団体名・部署名）： 

（役職・氏名）： 

担 当 者（団体名・部署名）： 

（役職・氏名）： 

（連 絡 先 ）： 

 


